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◆融資関係

※１ 令和２年５月以降、金融機関がワンストップで効率的、迅速に申請手続きを行います。まずはお取引のあるまずはお近くの金融機関にご相談

ください。なお、保証認定については、引き続き邑楽町役場商工振興課（47-5026）が窓口です。

※２ ５月１日から群馬県による制度融資を活用し、民間金融機関にも実質無利子※・無担保・据置最大 5年融資を拡大。

信用保証（セーフティネット保証 4号・5号、危機関連保証）の保証料を半額又はゼロに。

※３ 緊急小口資金【貸付対象者】 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少が あり、 緊急かつ一時的な生活維持のため

の貸付を必要とする世帯 【貸付上限】 学校等の休業、個人事業主等の特例の場合 20 万円以内 ／その他の場合 10 万円以内

【据置期間】1年以内 【償還期限】2年以内 【貸付利子】無利子

総合支援資金（生活支援費）【貸付対象者】 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の

維持が困難になっている世帯 【貸付上限】（二人以上）月 20 万円以内、（単身）月 15 万円以内 ※貸付期間は原則 3月以内

【据置期間】1年以内 【償還期限】10年以内 【貸付利子】無利子

支援メニュー 対応機関 連絡先 対応時間

セーフティネット貸付

日本政策金融公庫
中小：027-243-0050

国民：027-223-7311
8:30～17:00新型コロナウイルス 感染症特別貸付

新型コロナウイルス対策マル経融資

セーフティネット保証５号・４号

危機関連保証（６項保証）

※１

5号…売上５％減少

4号…売上 20％減少

危機関連保証…売上 15％減少

群馬銀行 邑楽町支店 88-3434 9:00～11:30／12:30～15:00

東和銀行 邑楽町支店 88-6767 9:00～11:30／12:30～15:00

館林信用金庫 邑楽町支店 88-7511 9:00～15:00

足利銀行 館林支店 74-2211 9:00～15:00

足利小山信用金庫 邑楽支店 88-7751 9:00～11:30／12:30～15:00

群馬県信用保証協会 太田支店 48-8811 9：00～17：10

新型コロナウイルス感染症対応資金 ※２
群馬県 経営支援課

（各金融機関でも対応可能）
027-226-3332

平日 8:30～17:15

土日祝日 10:00～16:00

危機対応融資 商工組合中央金庫 前橋支店 027-224-8151 平日・土日祝日 9:00～17:00

個人向け緊急小口資金等の特例 ※３ 邑楽町社会福祉協議会 88-2408 8:30~17:15

令和２年５月１日現在
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◆給付金・助成金・補助金関係①

※１ 群馬労働局においては、群馬県社会保険労務士会及び各商工会議所と連携した雇用調整助成金相談窓 口」を設置し、事業主等の負担軽減及び

支給の迅速化を図ることとしました。

相談日⇒５月 12 日（火）から相談開始 毎週火・木曜日／６月２日（火）から 30 日（火）まで 毎週火・木曜日

支援メニュー 対応機関 連絡先 対応時間

持続化給付金

売上が前年同月比で 50％以上減少している事業者

を対象に、中小法人等の法人は 200 万円、フリー

ランスを含む個人事業者は 100 万円を上限に、現

金を給付するものです。様々な業種、会社以外の法

人など、幅広く対象としています。

持続化給付金事業

コールセンター

直通番号

0120-115-570

IP電話専用回線

03-6831-0613

8:30～19:00

※5月～6月（毎日）

※7月～12月（土曜日を除く）

雇用調整助成金の特例

【拡充１】中小企業が都道府県知事からの休業要

請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手

当全体の助成率を特例的に 100％にします。

【拡充２】１に該当しない場合であっても、中小企

業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の 60％を

超えて休業手当を支給する場合、60％を超える部

分に係る助成率を特例的に 100％にします。

群馬労働局 職業対策課 027-210-5008 8:30～17:15

館林ハローワーク 75-8609 8:30～17:15

特設【雇用調整助成金相談窓口】

館林商工会議所内 ※１

※原則、予約制となりますので事前に

お電話をお願いします。

74-5121 13:00～16:00

小学校休業等対応助成金…小学校等の臨

時休業に伴う保護者の休暇取得支援

（労働者に休暇を取得させた事業者向け）

小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等

に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得

の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問

わず、有給の休暇（年次有給休暇を除く）を取得さ

せた企業に対する助成金です。

学校等休業助成金・支援金、雇用

調整助成金、個人向け緊急小口

資金相談コールセンター

0120-60-3999 9:00～21:00（土日・祝日含む）
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◆給付金・助成金・補助金関係②

支援メニュー 対応機関 連絡先 対応時間

小学校休業等対応助成金…小学校等の臨
時休業に対応する保護者支援（委託を受
けて個人で仕事をする方向け）
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小

学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に

通う子どもの世話を行うため、契約した仕事がで

きなくなっている子育て世代を支援するための支

援金です。

学校等休業助成金・支援金、雇用調

整助成金、個人向け緊急小口資金相

談コールセンター

0120-60-3999 9:00～21:00（土日・祝日含む）

群馬県 感染症対策事業継続支援金
新型コロナウイルス感染症拡大に対し、県では４

月 17 日付けで、新型インフルエンザ等対策特別措

置法に基づく「緊急事態措置」を発令し、翌 18 日

から、対象となる施設の管理者及びイベント主催

者に対し、施設の使用停止または催物の開催停止

の要請及び協力の依頼（いわゆる「休業要請」）を

行っています。

対象施設の休業や営業時間及び酒類の提供時間

の短縮に御協力いただいた中小企業、個人事業者

の方への、事業継続のための支援金です。

県内企業ワンストップセンター

027-226-2731
平日 8:30～17:15

土日祝日：10:00～16:00

◆実施内容

【対象】休業要請中の一定期間（4月 25 日

(土)～5 月 6日（水））、対象施設の休業ま

たは営業時間の短縮等を行った中小企業、

個人事業者

※追加→ゴールデンウィーク中（4月 29

日(水)～5 月 6日(水)）に休業した宿

泊施設、観光施設

【支給金額】１事業者 20 万円

【受付開始（予定）】

令和 2年 5月 13 日（水）～

【申請方法】郵送、オンライン（専用

サイト）にて受付
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◆給付金・助成金・補助金関係③

※１ 「通常枠」に加え、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を対象に「特別枠」を設けます。

持続化補助金の窓口は、邑楽町商工会（88-0082）です。

支援メニュー 対応機関 連絡先 対応時間

生産性革命推進事業 ※１

サプライチェーンの毀損や今後の事業継続性確保等に対応する

ための設備投資や販路開拓、IT 導入による効率化などに取り組

む事業者を優先的に支援します。今回、「通常枠」に加え、新型

コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資

を行う事業者を対象に「特別枠」を設けます。

◆ものづくり補助

新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を

支援

【通常枠】補助上限：1,000 万円 補助率中小 1/2、小規模 2/3

【特別枠】補助上限：1,000 万円 補助率中小 2/3、小規模 2/3

◆持続化補助

小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組

を支援

【通常枠】補助上限：50 万円 補助率：2/3

【特別枠】補助上限：100 万円 補助率：2/3

◆IT 導入補助

IT ツール導入による業務効率化等を支援

【通常枠】補助上限：30～450 万円 補助率：1/2

【特別枠】補助上限：30～450 万円 補助率：2/3

※ハードウェア（PC、タブレット端末等）のレンタルも対象に

中小企業基盤整備機構

企画部

生産性革命推進事業室

03-6459-0866

下記ポータルサイトから確認で

きます。

中小機構・生産性革命推進事業

ポータルサイト

https://seisansei.smrj.go.jp

9:30～18:00
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◆経営相談

支援メニュー 対応機関 連絡先 営業時間

新型コロナウイルスに関する

経営相談窓口 群馬県よろず支援拠点 027-265-5016

月～金曜日 8:30～ 17:00

土日祝日（電話対応のみ）

8:30～17:00

・経営全般に関する相談（無料）

・必要に応じた中小企業診断士等の

専門家派遣（一部企業負担あり）

（公財）群馬県産業支援機構総合相談課
027-265-5013

027-265-5016

平日 8:30～17:15

土日祝日 10:00～16:00


